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１ 一般廃棄物の排出の状況 
 

（１） 計画区域 

京田辺市全域 

 

（２） 一般廃棄物の排出見込み量 

 

種類 排出見込み量 

ご
み 

家
庭
系
ご
み 

燃やすごみ 11,315 t 

粗大ごみ 365 t 

直接埋立ごみ・スプレー缶 181 t 

破砕ごみ 520 t 

危険ごみ 22 t 

プラスチック容器包装 480 t 

空きカン 61 t 

空きビン 357 t 

ペットボトル 184 t 

乾電池 19 t 

紙パック 2 t 

紙ごみ 325 t 

小型家電 10 t 

小計 13,841 t 

集団回収 1,474 t 

事
業
系
ご
み 

燃やすごみ 3,131 t 

不燃ごみ 110 t 

埋立ごみ 0 t 

剪定枝 100 t 

不法投棄等 37 t 

小計 3,378 t 

合計 18,693 t 

 

種類 排出見込み量 

その他 動物死体等 1,3 t 
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２ 一般廃棄物の処理主体 
 

（１） 家庭系ごみ 

 

種類 収集運搬 中間処理 最終処分 

燃やすごみ 市（直営、委託） 

市（直営、委託） 市（直営、委託） 

粗大ごみ 市（直営） 

直接埋立ごみ・ス

プレー缶 
市（直営、委託） 

破砕ごみ 

危険ごみ 

プラスチック容器

包装 
市（委託） 市（委託） （有償処理委託） 

空きカン 市（直営、委託） 市（直営） （有価売却） 

空きビン 
市（直営） 

市（委託） （有償処理委託） 

ペットボトル 市（直営） （有価売却） 

乾電池 市（直営、委託） 

市（委託） 

（有償処理委託） 

紙パック 市（直営） （有償処理委託） 

紙ごみ 市（直営、委託） （有償処理委託） 

小型家電 市（直営） （有償処理委託） 

 

（２） 事業系ごみ 

 

種類 収集運搬 中間処理 最終処分 

燃やすごみ 排出者、許可業者 

市（直営） 
市（直営、委託） 不燃ごみ 排出者 

埋立ごみ 排出者 

剪定枝 排出者、許可業者 （チップ化） 

 

（３） その他 

 

種類 収集運搬 中間処理 最終処分 

動物死体等 排出者、許可業者 市（委託） 市（委託） 

 

 

※ 実験動物の死体等については、許可業者（動物の死体）が収集運搬し、民間処理

施設で処理する。 
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３ ごみの排出抑制・再資源化計画 
 

（１） 排出抑制の方法 

・ １４分別収集による分別の徹底 

・ ごみの減量化と資源物の資源化の推進 

・ 透明又は半透明のごみ袋の使用による分別の徹底 

・ 家庭生ごみ自家処理容器、電気式生ごみ処理機設置の普及 

・ 市民に対する広報・啓発活動 

・ 市民団体「京田辺エコパークかんなび」と協働による３Ｒの推進 

・ 市広報紙やホームページによる３Ｒの啓発 

・ 再生資源集団回収の促進と集団回収団体の支援 

・ 事業者へのごみ量発生抑制の指導・啓発 

・ 許可業者を通じた事業者に対する減量指導 

 

（２） 市施設以外での再資源化の方法及び見込み量 

 

方法 集団回収 食品リサイクル 

見込み量 1,474 t/年 104 t/年 
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４ 収集・運搬計画 
 

（１） 家庭系ごみ 

 

ア 収集区域の範囲 

  京田辺市全域 

 

イ ごみの種類及び収集の方法等 

  市が収集する家庭系ごみの種類、見込み量、収集回数、収集の方法／排出場所、

排出方法は、以下のとおりとする。 

 

種類 見込み量 収集回数 
収集の方法 

・排出場所 
排出方法 

燃やすごみ 11,315 t 週２回 
ステーション方式 

ごみ集積所 

指定袋に入れて、ご

み集積所に排出 

粗大ごみ 365 t 随時 
戸別収集 

指定場所 

電話予約の上、指定

場所に排出 

直接埋立ごみ・

スプレー缶 
181 t ２月に１回 

ステーション方式 

ごみ集積所 

指定袋に入れて、ご

み集積所に排出 

破砕ごみ 520 t 月１回 

危険ごみ 22 t ２月に１回 

プラスチック容

器包装 
480 t 週１回 

空きカン 61 t 月１回 

空きビン 357 t 月１回 

ペットボトル 184 t 月１回 

乾電池 19 t ２月に１回 

紙パック 2 t  拠点回収 
公民館等の回収ボッ

クスに排出 

紙ごみ 325 t 月１回 
ステーション方式 

ごみ集積所 

指定袋に入れて、ご

み集積所に排出 

小型家電 10 t  拠点回収 
公共施設等の回収ボ

ックスに排出 
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ウ その他 

・ 家庭系ごみは、環境衛生センター甘南備園に直接搬入することができる。 

 

処 理 施 設 
名 称 環境衛生センター甘南備園 

所在地 京都府京田辺市田辺ボケ谷５８番地 

搬 入 の 方 法 自己搬入 

処 理 手 数 料 １０ｋｇ当たり１５０円 

 

・ 共同住宅等（マンション、アパート、寮）の管理業務により発生したごみは、 

事業系ごみとして、排出者が自己の責任において処理する。 

・ 一時的に多量のごみを排出する場合や収集運搬が困難な家庭系ごみは、一般廃 

棄物処理業許可業者に委託することができる。 

 

（２） 事業系ごみ 

 

京田辺市では、事業系ごみの収集・運搬は行わない。 

排出者が自ら市又は京田辺市一般廃棄物処分業許可業者の処理施設に搬入するか、

京田辺市一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集運搬を委託するものとする。 

 

ア ごみの種類及び収集運搬の方法等 

 

種類 排出の方法及び収集の方法 

燃やすごみ 

排出者による自己搬入若しくは京田辺市一般廃棄物

収集運搬行許可業者による収集運搬。排出の方法及

び収集の方法については、当該許可業者が定める。 

不燃ごみ 

埋立ごみ 

剪定枝 

不法投棄等 

 

※ 事業系ごみの収集運搬は、次表に掲げる京田辺市一般廃棄物収集運搬業許可業 

者に限り、これを認める。 
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京田辺市一般廃棄物収集運搬業許可業者（事業系ごみ） 
 

連番 許可番号 業者名 住所 

１ 
京 田 辺 市 一 廃 許 可 

収 運 ７ 事 第 １ 号 
ホームケルン株式会社 

京都府宇治市伊勢田町名木

三丁目１番地の５７ 

２ 
京 田 辺 市 一 廃 許 可 

収 運 ７ 事 第 ２ 号 
株式会社新関西テクニカ 

京都府宇治市広野町新成田

１００番地の１７７ 

３ 
京 田 辺 市 一 廃 許 可 

収 運 ７ 事 第 ３ 号 
日本ウエスト株式会社 

京都府京都市伏見区横大路

千両松町９番地１ 

４ 
京 田 辺 市 一 廃 許 可 

収 運 ７ 事 第 ４ 号 
株式会社クリーンズ 

大阪府枚方市長尾西町一丁

目６番２０号 

５ 
京 田 辺 市 一 廃 許 可 

収 運 ７ 事 第 ５ 号 
株式会社カンポ 

京都府京都市伏見区羽束師

古川町２３３番地 

６ 
京 田 辺 市 一 廃 許 可 

収 運 ７ 事 第 ６ 号 
株式会社ナプラス 

京都府城陽市久世荒内１６

０番地２ 

７ 
京 田 辺 市 一 廃 許 可 

収 運 ７ 事 第 ７ 号 
株式会社山本清掃 

京都府京都市伏見区横大路

千両松町１９６番地の１ 

８ 
京 田 辺 市 一 廃 許 可 

収 運 ７ 事 第 ８ 号 
安田産業株式会社 

京都府京都市伏見区南寝小

屋町９１番地 

９ 
京 田 辺 市 一 廃 許 可 

収 運 ７ 事 第 １ ０ 号 

カノックス環境サービス株

式会社 
京都府八幡市軸５８番地 

１０ 
京 田 辺 市 一 廃 許 可 

収 運 ７ 事 第 １ １ 号 

有限会社京都環境処理セン

ター 

京都府京田辺市多々羅前田

５０番地 

１１ 
京 田 辺 市 一 廃 許 可 

収 運 ７ 事 第 １ ２ 号 

公益社団法人京田辺市シル

バー人材センター 

京都府京田辺市河原食田１

０番地２３ 

１２ 
京 田 辺 市 一 廃 許 可 

収 運 ７ 事 第 １ ３ 号 
前田到（城南綜建） 

京都府城陽市市辺出川原３

０番地の６ 

１３ 
京 田 辺 市 一 廃 許 可 

収 運 ７ 事 第 １ ４ 号 
平安衛生開発株式会社 

京都府京田辺市多々羅中垣

内７番地 

 

イ 自己搬入及び収集運搬の搬入先 

処 理 施 設 

可燃ごみ 

（直営、委託、許可） 

名 称 枚方京田辺可燃ごみ広域処理施設 

所在地 京田辺市田辺ボケ谷１８番地２ 

上記以外 
名 称 環境衛生センター甘南備園 

所在地 京都府京田辺市田辺ボケ谷５８番地 

搬入の方法 自己搬入 

処理手数料 
１０ｋｇ当たり３００円（ただし、搬入者が自己で廃棄物を降ろす場合

は、１０ｋｇ当たり１５０円） 

 

※ この他、京田辺市一般廃棄物処分業許可業者にも搬入することができる。 
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（３） その他のごみ 

 

ア 実験動物の死体等 

実験動物の死体等については、排出者（所有者がいない場合は、当該廃棄物が発 

生した場所の占有者とする。）による処理施設への自己搬入若しくは次表の京田辺市

一般廃棄物収集運搬業許可業者（動物の死体）の収集運搬によるものとする。 

 

※ 実験動物以外の動物死体等については、京田辺市一般廃棄物収集運搬業許可業 

者（事業系ごみ）が取り扱うことができる。 

 

京田辺市一般廃棄物収集運搬業許可業者（動物の死体） 
 

許可番号 業者名 住所 

京田辺市一廃許可 

収 運 ８ 動 第 １ 号 
株式会社美濃ラボ 

岐阜県海津市平田町今尾１１

９５番地の１ 

 

（４） 一般廃棄物収集運搬業の新規許可について 

 

京田辺市において、ごみの排出量に対する既存の許可業者の収集運搬能力は充足し

ていると認められるため、令和８年度の京田辺市一般廃棄物収集運搬業の新規許可は

行わない。 
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４ 中間処理計画 
 

（１） 一般廃棄物の中間処理 

 

ア 家庭系ごみ 

家庭系ごみの種類、処理主体、処理の方法は、以下のとおりとする。 

 

種類 処理主体 処理の方法 

燃やすごみ 
枚方京田辺環境

施設組合 
焼却後、埋立 

粗大ごみ 京田辺市（京田辺

市が処分を委託

した事業者によ

る処理も含む。）

若しくは一般廃

棄物処分業許可

業者による処分 

破砕後、資源物を選別、残さを焼却し埋立 

直接埋立ごみ・ス

プレー缶 

（直接埋立ごみ）埋立・（スプレー缶）破砕

後、資源物を選別、残さを焼却し埋立 

破砕ごみ 
破砕後、資源物を選別、残さを焼却し埋立 

危険ごみ 

プラスチック容

器包装 

資源化 

空きカン 

空きビン 

ペットボトル 

乾電池 

紙パック 

紙ごみ 

小型家電 

 

イ 事業系ごみ 

事業系ごみの排出及び収集の方法については、以下のとおりとする。 

 

種類 排出及び収集の方法 

燃やすごみ 

排出者による自己搬入若しくは京田辺市一般廃棄物収集

運搬行許可業者による収集運搬。排出の方法及び収集の

方法については、当該許可業者が定める。 

不燃ごみ 

埋立ごみ 

剪定枝 

不法投棄等 

 

ウ 民間事業者による処分 

家庭系ごみ及び事業系ごみの処分は、次表に掲げる京田辺市一般廃棄物処分業許 

可業者に限り、これを認める。 

 

 

 



10 

京田辺市一般廃棄物処分業許可業者 

 
許可番号 許可品目 業者名 住所 

京田辺市一廃許可 

処分７事第１号 
木くず（木・草類） 

三原建設株

式会社 

京都府京田辺市

甘南備台２丁目

２番地 

京田辺市一廃許可 

処分６混第１号 

混合ごみ（廃プラスチック類、

紙くず、木くず、繊維くず、金

属くず、ガラスくず、コンクリ

ートくず及び陶磁器くず） 

ホームケル

ン株式会社 

京都府宇治市伊

勢田町名木三丁

目１番地の５７ 

 

※ 再資源化のため、他市町村から京田辺市一般廃棄物処分業許可業者に一般廃棄物 

を搬入する場合は、京田辺市と排出者の所在する市町村等との間で事前協議を要す 

る。 

※ 木くず（木・草類）とは、家庭系ごみ及び事業系ごみ並びにそれらの混ざり合い 

一体となったごみのうち、その性状が木・草類に類するものを指す。 

※ 混合ごみ（廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスく 

ず、コンクリートくず及び陶磁器くず）とは、家庭系ごみ及び事業系ごみ並びにそ 

れらの混ざりあい一体となったごみのうち、その性状が廃プラスチック類、紙く 

ず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 

に類するものを指す。 

 

（２） 中間処理施設の概要 

 

施設 項目 概要 

枚方京田辺可

燃ごみ広域処

理施設 

所 在 地 京田辺市田辺ボケ谷１８番地２ 

処理対象物 燃やすごみ（可燃物） 

処 理 能 力 168ｔ/日 

竣 工 年 月 令和８年３月 

処理方式等 ストーカ式（全連続式焼却方式） 

環境衛生セン

ター甘南備園

リサイクル施

設 

所 在 地 京都府京田辺市田辺ボケ谷５８番地 

処理対象物 粗大ごみ、不燃物、ペットボトル、空きカン、剪定枝 

処 理 能 力 

16ｔ／日（5時間運転） 

破砕ライン：粗大ごみ 5ｔ／日、不燃ごみ 6ｔ／日 

リサイクルライン： 

缶類 2ｔ／日、ペットボトル 1ｔ／日 

剪定枝等ライン：2ｔ／日 

竣 工 年 月 平成１８年６月 

処理方式等 破砕・選別 

京田辺市一般

廃棄物処分業

許可業者 

項目・概要は許可を受けた事業者ごとに異なる。 
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（３） 搬入者別の内訳量 

 

搬入者の区分 搬入見込み量 

京田辺市 13,841ｔ 

許可業者、排出者等 3,378ｔ 

 

（４） 残渣の量及び処分方法 

 

種類 見込み量 処分方法 

焼却灰、ばいじん処理物、不燃物 1,862ｔ 埋立 
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５ 最終処分計画 
 

（１） 最終処分場の概要 

 

施設 項目 概要 

環境衛生セ

ンター天王

碧水園 

所 在 地 京都府京田辺市天王奥別所３７番地 

処 理 対 象 物 不燃物 

埋 立 面 積 ９，５００ｍ２ 

埋 立 容 量 ６２，０００ｍ３ 

竣 工 年 月 平成１２年７月 

埋 立 方 式 サンドイッチ及びセル方式 

浸出水処理能力 ５０ｍ３／日 

浸出水処理方式 
生物処理（接触ばっ気式循環脱窒）、凝集沈殿、 

高度処理 

 

 その他、焼却残さ等については、大阪湾広域臨海環境整備センター堺基地に搬入、

埋立を行っている。 

 

（２） 埋立見込み量 

 

 
環境衛生センター 

天王碧水園 

大阪湾広域臨海 

環境整備センター 

埋立見込み量 55ｔ 1,862ｔ 
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６ その他 
 

（１） 住民に対する広報・啓発活動 

・ 市民団体「京田辺エコパークかんなび」と協働による３Ｒの推進 

 ・ 市広報紙やホームページによる３Ｒの啓発 

 ・ ごみ処理基本計画に基づく市民、事業者による取り組みの啓発 

 ・ レジ袋削減・マイバッグ推進運動の推進 
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７ 生活排水処理実施計画 
 

（１） 下水道及び農業集落排水で処理する区域及び人口 

ア 公共下水道 

区域名 処理人口 

大住西部処理分区 13,976 人 

大住東部処理分区 8,133 人 

薪処理分区 8,277 人 

田辺西部処理分区 7,234 人 

田辺東部処理分区 7,759 人 

草内処理分区 11,113 人 

三山木処理分区 14,268 人 

計 70,760 人 

 

イ 農業集落排水 

地区名 処理人口 

打田地区 199 人 

天王地区 203 人 

高船地区 94 人 

計 496 人 

 

（２） し尿・汚泥処理計画 

ア 収集・運搬計画 

種類 量 (kl/年) 区域 収集・運搬方法 収集回数 

し尿 1,551 kl 京田辺市全域 市（委託） 月１回（概ね） 

浄化槽汚泥 830 kl 京田辺市全域 許可業者 随時 

農業集落排

水汚泥 
275 kl 

京田辺市 

打田地区 他 
市（委託） 随時 

 

京田辺市一般廃棄物収集運搬業許可業者（浄化槽汚泥） 
 

許可番号 業者名 住所 

京田辺市一廃許可 

収運８家浄第１号 
城南衛生株式会社 

京都府京田辺市三山木南山２

５番地７ 

京田辺市一廃許可 

収運８家浄第２号 
平安衛生開発株式会社 

京都府京田辺市多々羅中垣内

７番地 

京田辺市一廃許可 

収運８家浄第３号 
有限会社フシミ 

京都府京都市伏見区深草加賀

屋敷町１４番地２６ 

  



15 

イ 中間処理計画 

し尿にかかる処理施設の概要及びその内訳等は、以下のとおりとする。 

 

施 設 名 環境衛生センター緑泉園 

所 在 地 京都府京田辺市草内禅定寺４番地 

処 理 方 法 前処理希釈方式 

処 理 能 力 26 kl／日 

 

内訳 量 (kl/年) 処理方法 し渣の処理方法 

し尿 1,560 kl 
前処理後希釈

して下水投入 

し渣は枚方京田辺可燃

ごみ広域処理施設にて

焼却 

浄化槽汚泥 852 kl 

農業集落排水汚泥 276 kl 

 

（３） 一般廃棄物収集運搬業（浄化槽汚泥）の新規許可について 

 

京田辺市において、浄化槽汚泥の排出量に対する既存の許可業者の収集運搬能力は

充足していると認められるため、令和８年度の京田辺市一般廃棄物収集運搬業（浄化

槽汚泥）の新規許可は行わない。 

 


